
 

 

旭 福 第 2 5 9 号 

旭区社協第 67 号 

      令和８年５月 18 日  

地区連合自治会町内会長 各位 

自治会町内会長 各位 

 横浜市旭区福祉保健課長 岩澤 健司   

横浜市旭区社会福祉協議会事務局長 三木 渉   

  

第５期きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画） 

推進スケジュール及び推進支援について（情報提供） 

 

日頃より、きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画。以下「プラン」という。）の推進に御尽力いただきまし

て、厚く御礼申し上げます。 

さて、今年度から第５期プラン（推進期間：令和８年度から令和 12 年度まで）の推進が始まります。 

つきましては、第５期プランの推進スケジュールとともに計画推進に係る支援について、地区別計画推進組織

代表者へ情報提供を行いますので、御承知おきいただけますと幸いです。 

 

１ お願いしたいこと 

【区連長】 御承知おきください。 

【地区連長】 御承知おきください。 

 

２ 第５期プランの推進スケジュール 

第５期プランの推進スケジュールは下記表のとおりとなります。 

地区別計画では、第５期プランにおいてもこれまでと同じく、振り返りとして取組の状況を地域のなかで毎

年度御共有いただきますようお願いいたします。その内容をまとめた取組経過シートの提出は２年に１度とし

ます。 

  

【表】第５期プラン期間スケジュール 

 

区連会 資料３－６ 



３ 第５期プランの推進支援 

(1)  第５期プランに関する物品の貸出・提供について 

 第５期プランの周知を目的として地区別計画版タペストリー等を作成しました。地区のお祭りやイベント

等での展示等でぜひ御活用ください。 

 

貸出内容 貸出・返却場所 

地区別計画版タペストリー 地域ケアプラザ 

区計画概要版タペストリー 申込先：区福祉保健課 

受取場所：地域ケアプラザ 地区別計画タペストリーアンケートセット 

一人ひとりができることアンケートセット 

 

提供内容 申込先・受取場所 

地区別計画版ポスター（Ａ１サイズ又はＡ２サイズ） 申込先：区福祉保健課 

受取場所：地域ケアプラザ 区計画概要版ポスター（Ａ１サイズ又はＡ２サイズ） 

あさちゃん名刺 

※詳細は、【別紙１】第５期きらっとあさひプランに関する物品の貸出・提供の手引きを参照 

 

(2) きらっとあさひプランマスコットキャラクターあさちゃんのイラストについて 

第５期プランでは、マスコットキャラクターあさちゃんを活用した計画の広報を行っていきます。 

使用ルールを御確認のうえ、地域福祉保健の推進に資する取組の周知等（イベントやサロンの周知等）

でぜひご活用ください。 

   ※詳細は、【別紙２】きらっとあさひプランマスコットキャラクターあさちゃん ちらしを参照 

 

  

  

４ 添付資料 

 【別紙１】第５期きらっとあさひプランに関する物品の貸出し・提供の手引き 

 【別紙２】きらっとあさひプランマスコットキャラクターあさちゃん ちらし 

 

 

〔お問合せ先〕 
旭区福祉保健課（担当：山根、岡田、岸）  旭区社会福祉協議会（担当：松宮、杉山、門脇） 
電話 954－6143 ／ FAX 953－7713    電話 392－1123 ／ FAX 392－0222 



第５期きらっとあさひプランに関する物品の貸出・提供の手引き 

令和８年５月  

第５期きらっとあさひプラン（旭区地域福祉保健計画）を地域の皆様により自分ごとに感じていた

だくため、きらっとあさひプランに関連した以下の物品の貸出・提供を行います。 

地域の皆様にきらっとあさひプランを知っていただくために、ぜひ、ご活用ください。 

 

貸出内容 

地区別計画版タペストリー 

区計画概要版タペストリー 

地区別計画版タペストリーアンケートセット 

一人ひとりができることアンケートセット 

 

 

 

【貸出・提供方法】 

〇 地区別計画版タペストリーの貸出方法 

原則、貸出希望日の１週間前まで、地区別計画圏域の地域ケアプラザにご連絡ください。貸出期

間、使用目的（イベント名等）及びご連絡先をお伝えください。 

※受取及び返却は貸出期間内に行うようお願いします。 

※貸出・使用予定が他にある場合、貸出をお断りすることがあります。予めご了承ください。 

 

〇 地区別計画版タペストリー以外の貸出・提供方法 

原則、受取希望日の２週間前までに、旭区福祉保健課事業企画担当にご連絡ください。貸出希望

期間、提供希望部数、使用目的（イベント名等）及びご連絡先をお伝えください。 

なお、貸出物品のうち、返却不要品以外は、返却していただきますようお願いします。 

※受取及び返却は貸出期間内に行うようお願いします。 

※貸出・使用予定がある場合、貸出をお断りすることがあります。予めご了承ください。 

貸出予約、提供申込の連絡先 受取・返却場所 

旭区福祉保健課事業企画担当 

TEL：045-954-6143 

窓口：旭区役所 31番窓口 

地区別計画圏域の 

地域ケアプラザ 

 

 

 

 

 

提供内容 

地区別計画版ポスター 

区計画概要版ポスター 

あさちゃん名刺 

タペストリーの種類 貸出予約の連絡先 受取り・返却場所 

地区別計画版タペストリー 

（Ａ１サイズ） 

地区別計画圏域の地域ケアプラザ 同左 



１ 【貸出】地区別計画版及び区計画概要版タペストリー 

(1) タペストリーの種類 

ア 地区別計画版 Ａ１サイズ 19 枚（19地区各１枚） 

イ 区計画概要版 Ａ２サイズ１枚、Ａ１サイズ１枚 

 

        地区別計画版         概要版        概要版 

       Ａ１サイズ・横      Ａ２サイズ・縦    Ａ１サイズ・縦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 使用想定場面 

・お祭りやイベントなど地域の皆様が集まる機会での展示 

・地区別計画推進会議等の会議で掲示 など 

 

２ 【貸出】地区別計画版タペストリーアンケートセット 

お祭りやイベントなど地域の皆様が集まる機会に展示してご使用ください。 

(1) 使用方法 

  地区別計画についてのアンケートとしてご活用していただけます。 

地区別計画版タペストリーと合わせてご使用ください。 

 

(2) セット内容 

ア アンケート表示カード 

お好きな質問を掲示してください。 

「地区別計画をみてシールを貼ろう！参加してみたい取組はどれ？」 

   「地区別計画をみてシールを貼ろう！手伝ってみたい取組はどれ？」 

  「地区別計画をみてシールを貼ろう！のぞいてみたい取組はどれ？」 

    「空の吹き出し（任意の設問を記載してください）」 

イ 透明シート（※使い切りのため返却不要） 

   地区別計画タペストリーの上に貼ってください。 

ウ 丸シール・付箋 各 100 枚 

  参加者に貼っていただくシール・付箋です。 

100 枚以上必要な場合はご相談ください。 

エ あさちゃん表示カード 

飾り付けにご使用ください 

きらっとあさひプラン 

マスコットキャラクター 

あさちゃん 

透明シー



３ 【貸出】一人ひとりができることアンケートセット 

お祭りやイベントなど地域の皆様が集まる機会に展示してご使用ください。 

 

(1) 使用方法 

一人ひとりができることについてのアンケートとしてご活用していただけます。 

ポスターに直接シールや付箋を貼ってご使用ください。 

 

(2) セット内容 

ア 一人ひとりができることポスター（※使い切りのため返却不要） 

Ａ１サイズ 

イ アンケート表示カード 

「できそうだなと思う取組はどれ？」 

ウ 丸シール付箋 各 100枚 

  参加者に貼っていただくシール・付箋です。 

100 枚以上必要な場合はご相談ください。 

エ あさちゃん表示カード 

飾り付けにご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 【提供】地区別計画版及び区計画概要版ポスター 

  自治会町内会館等の地区の施設で掲示してご使用ください。 

 サイズの種類：Ａ１サイズ、Ａ２サイズ 

 

５ 【提供】あさちゃん名刺 

  地区の会議やイベント等配布してご使用ください。 

 

         名刺表面           名刺裏面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当・貸出に関する相談先】 

旭区役所 福祉保健課事業企画担当 

045－954－6143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



あさひくん あさちゃん の

イラストができました！！

きらっとあさひプランver

きらっとあさひプラン
マスコットキャラクター

あさちゃん

旭区
マスコットキャラクター

あさひくん

（旭区地域福祉保健計画）

あさちゃんのプロフィール紹介
あさちゃんは、「誰もが安心して自分らしく暮らせるまち」をみんなでつくるため、
まちの中を歩いて、人々を見守っています。

身近な地域で見守りや支えあい、あいさつ、人助けなどをする仲間が増えると、
あさちゃんは嬉しくなり、にこっと笑いながらステッキを振って、
魔法で白いずきんをプレゼントします。

旭区の地域福祉保健を推進する地域の取組等で
ご使用いただけます！

申請方法等については裏面をご参照ください。



主な
使用上の
ルール

あさちゃん イラストの使用申請方法

地域活動団体等が
地域福祉保健を推進する取組※で
使用する時は申請不要だよ！

※きらっとあさひプランの推進のための活動、自治会町内会活動、
社会福祉活動、青少年健全育成活動、防災・防犯活動など

縦横比を変更しない

他の図形と
重ねない

きらっとあさひプラン
マスコットキャラクター

あさちゃん

キャプションを入れる

旭区福祉保健課事業企画担当（旭区役所３階31番窓口）

TEL  045-954-6143

FAX 045-953-7713

MAIL as-chifuku@city.Yokohama.lg.jp

使用申請書等を旭区福祉保健課事業企画担当へ提出

ただし、地域活動団体等による地福計画及び旭区の地域福祉保健の推進に
資すると認められる場合は、申請不要です。

色を変更しない

反転させない

切り取らない
文字と

重ねない

ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ

イラストの使用に関する問い合わせ

詳細は、旭区ホームページ及び使用要領をご確認ください。 旭区
ホームページ
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